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１－１．対象工事 

１．対象工事 

以下の基準を目安として、工事内容等を勘案したうえで設定する。 

 ・工   種 ： 土工量1,000m3以上の土工が含まれる工事 

           （河川土工、海岸土工、砂防土工、道路土工） 

 ・設計金額 ： 3,000万円以上 

基本的考え方 

○ 「手上げ方式」（施工者からの提案）により試行を実施する。 
    ＝施工者が、通常施工を行うかＩＣＴ施工を行うか選択できる。 
○ 総合評価、積算基準、工事成績評定等、ＩＣＴ施工を導入しやすい環境整備を行う。 

２．新設するＩＣＴ活用工事積算を適用 

ＩＣＴ建機のリース料、初期導入費等について、 
施工者からの提案・協議を経て設計変更により適用する。 

３．ＩＣＴ活用施工を工事成績評定において評価 

４．平成29年４月より試行開始 

「山形県県土整備部 ＩＣＴ活用工事試行要領」に基づき実施する。 
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１－２．発注方式 

【概   要】当初設計よりＩＣＴ施工を前提として発注方式 
【 メリット 】落札した場合、確実にＩＣＴ施工が実施できる 
【デメリット】機械及び技術者の不足等により、入札不調となる可能性がある。 

【参考】 発注者指定型 ⇒ 当面の間は実施見送り 

【概  要】通常施工により発注を行い、入札時に入札参加者がＩＣＴ施工を希望する 
      場合には、①総合評価による加点、②ＩＣＴ施工に係る設計変更、③工事 
      成績評定の加点を行う。※活用しなくとも入札参加は可能 
 
【対象工事】土工量5,000m3以上かつ設計金額3,000万円以上の工事より、工事内容等を 
            勘案のうえ設定する。 

１．施工者希望Ⅰ型 

【概  要】通常施工により発注・入札を行い、契約後に施工者がＩＣＴ施工を希望する 
      場合は、①ＩＣＴに係る設計変更、②工事成績評定点の加点を行う。 
 
【対象工事】土工量1,000m3以上かつ設計金額3,000万円以上の工事より、工事内容等を 
      勘案のうえ設定する。 

２．施工者希望Ⅱ型 

発注方式 



6 

１－２．発注方式 

①発注者指定型 

②施工者希望Ⅰ型 

（総合評価加点方式） 

③施工者希望Ⅱ型 

（契約後提案方式） 
当初 

工事規模 

大 小 

※②、③についてはＩＣＴ活用施工の普及状況も踏まえながら運用 

発注型式 
ＩＣＴの活用 

ＩＣＴ 

の積算 
活用する場合の評価 

試行 

（H29年度～） 

必須 選択 当初 変更 総合評価 成績評定 設計金額 土工量 

発注者指定型 ○ － ○ － － ○ － － 

施工者希望Ⅰ型 － ○ － ○ ○ ○ 
3,000万円

以上 

5,000m3 

以上 

施工者希望Ⅱ型 － ○ － ○ － ○ 
1,000m3 

以上 

将来 

今後の展望 

各発注型式の対応一覧 
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通常施工として設計・発注 

施工者希望Ⅰ型 施工者希望Ⅱ型 

土工量  ：1,000m3以上 ※３ 

設計金額：3,000万円以上 

土工量  ：5,000m3以上 ※３ 

通常発注 発注者指定型 

ＩＣＴ施工として 

設計・発注 

NO 

NO 

YES 

YES 

入札時に 

ＩＣＴ施工を希望 

施工時にＩＣＴ施工を希望 

ＩＣＴ施工 

NO 
YES※１ 

NO 

通常施工 ＩＣＴ施工 

※１ 総合評価において加点を行うとともに、ＩＣＴ施工に係る設計変更を行う。 

※２ ＩＣＴ施工に係る設計変更を行う。 

※３ 対象工事は、上記の土工量及び設計金額を目安に、現場条件を勘案して設定する。 

YES※２ 

※参考 

①対象工事 

  の選定 

②発注型式 

  の選定 

③総合評価 

④施工 

１－２．発注方式 



２.その他技術 
（ＣＩＭ、情報化施工） 
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（発注者） 

（発注者） 

３次元モデル 

（設計レベル） 
３次元モデル 

（施工レベル） 

３次元モデル 

（管理レベル） 

３次元モデル 
（施工完了レベル） 

・発注業務の効率化 

 （自動積算） 

・違算の防止 

・工事数量算出（ロット
割）の効率化 

・起工測量結果 

・細部の設計 

 （配筋の詳細図、現地取
り付け等） 

・干渉チェック、設計ミスの削減 

・構造計算、解析 

・概算コスト比較 

・構造物イメージの明確化 

・数量の自動算出 

・点検・補修履歴 

・現地センサー（ICタグ等） 

 との連動 

・施工情報（位置、規格、
出来形・品質、数量） 

・維持管理用機器の設定 

・施設管理の効率化・高度化 

・リアルタイム変状監視 

・干渉チェック、手戻りの削減 

・情報化施工の推進 

・地形データ（３次元） 

・詳細設計（属性含む） 

 （施工段階で作成する方
が効率的なデータは概略
とする） 

・設計変更の効率化 

・監督・検査の効率化 

施工（完成時） 

・現場管理の効率化 

・施工計画の最適化 

・安全の向上 

・設計変更の効率化 

・完成データの精緻化・高度化 

維持・管理 

調査・測量・設計 

（発注者） 

・適正な施設更新 

・３Ｄ管理モデルの活用 

【得られる効果】 

【作成・追加するデータ】 

【得られる効果】 

【作成・追加するデータ】 

【得られる効果】 

【作成・追加するデータ】 

【得られる効果】 

【作成・追加するデータ】 

【得られる効果】 

【得られる効果】 

【得られる効果】 

【得られる効果】 
・時間軸（４Ｄ） 

【追加するデータ】 

施工中 

３次元モデルの連携・段階的構築 

施工（着手前） 

３次元モデル
例 

【ＣＩＭの概要】 

計画・調査・設計段階から３次元モデルを導入し、施工及び維持管理の各段階において情報を充実させ
ながらこれを活用し、関係者間で情報を共有することにより、建設生産システムにおける受発注者双方
の業務効率化・高度化を図るものである。 
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２－１．ＣＩＭの概要 
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２－２．ＣＩＭの活用事例 

3Dモデルにより、「鉄筋の干渉具合」や「特別高圧警戒範囲とクレーンの関係」を 
直感的に理解可能 
 
 ⇒ 施工計画の立案、協力会社の着手前教育に活用することで安全性向上 

(従来)平面図・側面図のみで検討 ⇒(CIM)3Dモデルによる検討 
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２－３．ＣＩＭ導入ガイドライン 
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２－３．ＣＩＭ導入ガイドライン 



河川

土工

道路

土工
舗装工 その他

一般化技術 ＴＳによる出来形管理技術（土工） 出来形計測 ○ ○ － △

ＭＣ技術
まきだし、敷均し、
不陸整正

モータグレーダ － －
○

路盤工
○

ＭＣ・ＭＧ技術 まきだし、敷均し ブルドーザ － －
△

路盤工
○

ＭＧ技術
まきだし、敷均し、
浚渫

バックホウ － －
△

路盤工
○

実用化
検討技術

TSによる出来形管理技術（舗装工） 出来形計測 － － ○ －

ＭＣ技術 路面切削 路面切削機 － － ○ －

ＭＣ技術 敷均し
アスファルト

フィニッシャ
－ － ○ ○

○　：　適用可能　　　△　：　一部適用可能　　　－　：　適用外

　：　総合評価における評価対象技術

　　　※ 5,000m2以上の路盤工又は舗装工を含む工事から選定する。

情報化
施工

確認段階
技術

一般化
推進技術

適用工種
段階 技術名 対象作業 建設機械
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２－４．情報化施工の概要 
【情報化施工の概要】 

建設生産プロセスのうち「施工」に注目して、Ｉ Ｃ Ｔ の活用により各プロセスから得られる電子情報を活

用して高効率・高精度な施工を実現し、得られた電子情報を他に活用することによって、建設生産プロセ
ス全体における生産性の向上や品質の確保を図ることを目的としたシステムのことをいう。 

 ※ 土工のＩＣＴ施工は、「ＩＣＴ技術の全面的な活用」へ移行している。 

「山形県県土整備部情報化施工実施要領」に基づき実施する。 
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２－５．情報化施工 （舗装工：ＭＣグレーダ） 
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２－６．情報化施工 （舗装工：ＴＳ出来形管理） 
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２－６．情報化施工 （舗装工：ＴＳ出来形管理） 



３.総合評価落札方式 
における対応 
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３－１．総合評価落札方式の評価基準 

評価基準 配点 
（標準・簡易Ⅰ・簡易Ⅱ） 

① ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工） １．０ 

② ＣＩＭの活用 ０．５ 

③ 情報化施工技術（舗装工）の活用 ０．５ 

④ 該当無し ０．０ 

①ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）の有無 

  ＩＣＴ土工における施工プロセスの各段階において、ＩＣＴを全面的に活用する場合 

 に評価する。 

 

②ＣＩＭの活用の有無 

  施工段階において、３次元モデルを活用する場合に評価する。 

 

③情報化施工技術（舗装工）の活用の有無 

  「山形県県土整備部情報化施工要領」に定める一般化推進技術（ＭＣグレーダ 

 技術）、実用化検討技術（ＴＳによる出来形管理技術）を採用する場合に評価する。 

「企業の能力」に以下の評価項目を追加する。 

 ※ 評価基準は工事毎に設定するが、複数項目は設定しない。 
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３－２．総合評価落札方式の対象工事 

【対象】設計金額３千万円以上かつ土工量が 5,000m3 以上を目安として、 
    現場条件を勘案のうえで発注者が設定した工事 
    （ＩＣＴの全面的な活用） 

① 施工者希望Ⅰ型  ⇒ 評価基準①④を設定 

【対象】ＣＩＭの活用が必要と思われる工事 
    ※ 「ＣＩＭ導入ガイドライン」を参考に選定する。 
      （平成29年に国より通知予定） 

② ＣＩＭの活用  ⇒ 評価基準②④を設定 

【対象】情報化施工（舗装工）の活用が必要と思われる工事 
     ① 5,000m2以上の路盤工を含み、ＭＣ（モータグレーダ）技術が 
       活用可能な工事 
     ② 5,000m2以上の舗装工を含み、ＴＳを用いた出来形管理技術 
      （舗装工）が活用可能な工事 

③ 情報化施工（舗装工）の活用  ⇒ 評価基準③④を設定 

＋ 
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３－３．ＩＣＴの全面的な活用 

ICTの全面的な活用を行う場合、 

入札時に「ICT活用工事計画書」
を提出する。 

・各プロセスの段階において、 

 活用するＩＣＴ技術を記載する。 

・評価された場合には、ＩＣＴ技術 

 の全面的な活用を実施すること 

 となる。 

・未履行の場合は、原則的にペナ 

 ルティが課せられる。 



４.ＩＣＴ施工に係る 
積算基準 

21 



22 

（将来） 

（i-Construction 

導入時） 

（従来施工） 

路体（築堤）盛土（15,000m3）の場合の試算 

機械経費 労務費・その他経費 

省力化による減 ICT建機の導入による増 

ICT建機の普及による減 

ICT建機の投資に見合う 

積算基準を導入 

《新たな積算基準のポイント》 

 
 ①対象工種 

  ・土工（掘削、路体（築堤）盛土、路床盛土） 

  ・法面整形工 

 

 ②新たに追加等する項目 

  ・ＩＣＴ建機のリース料 

   （従来建機からの増分） 

  ・ＩＣＴ建機の初期導入経費 

   （導入指導等経費を当面追加） 

 

 ③従来施工から変化する項目 

  ・補助労務の省力化に伴う減 

  ・効率化に伴う日当たり施工量の増 

従来施工の 

1.1倍程度 

・ＩＣＴ建機の普及に向け、ＩＣＴ建機のリース料などに関する新たな積算基準を策定 

・既存の施工パッケージ型の積算基準をＩＣＴ活用工事用に係数等で補正する積算基準 

※施工パッケージ型とは、直接工事費について施工単位ごとに機械経費、労務費、
材料費を含んだ施工パッケージ単価を設定し積算する方式です。 

※比較用の試算のため、盛土工のみで試算しています。実際の工事では、
ＩＣＴ建機で行わない土砂の運搬工等の工種を追加して工事発注がなさ
れます。 

４－１．ＩＣＴ施工に係る積算基準のポイント 
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４－２．ＩＣＴ施工に係る積算基準の概要 

【対象】掘削、法面整形作業 
 
 １．日当り施工量 
    バックホウ：１．１倍（法面整形）、１．１倍（掘削積込） 
 
 ２．ＩＣＴ建設機械経費 
    ４１，０００円／日を単価表で加算する。 
 
 ３．保守点検 
    ０．０５人／日を共通仮設費に積み上げる。 
    ※ 土木一般世話役でＭＧ・ＭＣバックホウの運転日数分計上 
 
 ４．システムの初期費 
    ５９８，０００円／式を共通仮設費に積み上げる。 

① ＭＧもしくはＭＣ（バックホウ）技術 



24 

４－２．ＩＣＴ施工に係る積算基準の概要 

【対象】路体、路床、築堤の敷均し作業 
 
 １．日当り施工量 
    ブルドーザ：１．２倍 
 
 ２．補助労務工数 
    ０．４５倍 
 
 ３．ＩＣＴ建設機械経費 
    ３９，０００円／日を単価表で加算する。 
 
 ４．保守点検 
    ０．１１人／日を共通仮設費に積み上げる。 
    ※ 土木一般世話役でＭＧ・ＭＣブルドーザの運転日数分計上 
 
 ５．システムの初期費 
    ５４８，０００円／式を共通仮設費に積み上げる。 

② ＭＧもしくはＭＣ（ブルドーザ）技術 
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４－２．ＩＣＴ施工に係る積算基準の概要 

【対象】当面の間は、２次元の設計ストックを受注者が３次元に 
    変換して活用する。この費用は発注者が負担する。 
 
 １．必要な経費の計上 
   ・３次元起工測量経費 
     ※ ＵＡＶ等本体やカメラ、データ変換ソフトウェア等の 
       購入費用は計上しない。使用料（損料又はリース料等） 
             の計上とする。 
   ・３次元設計データ作成経費 
     ※ パソコンや対応するソフトウェア等の購入費用は計上 
       しない。使用料（損料又はリース料等）の計上とする。 
 
 ２．積算方法 
    受発注者間で協議し、見積り方式による精算変更を行う。 

③ ３次元起工測量及び３次元設計データ作成 



情報化施工

施工者希望Ⅰ型

－

入札契約時 総合評価における加点
希望者に加点

※１

①３次元起工測量 －

②３次元設計データ作成 －

③ＩＣＴ建設機械による施工 －

④３次元出来形管理等の施工管理 －

⑤３次元データの納品 －

×

追加費用計上無し

※２

◎　：　費用を計上する　　　×　：　費用を計上しない　　　□　：　間接費の内数で計上する。

※１　「総合評価落札方式運用ガイドライン」に基づき、設定及び評価を行う。

※２　「工事成績評定の留意事項」に基づき評定を行う。

ＩＣＴ活用工事（土工のみ）

施工者希望Ⅱ型

－

発注形式別

当初積算

施工者希望Ⅰ型

－

成績評定

変更設計

－

◎

◎

◎

□

□

ＩＣＴ活用工事積算

要領で変更

※２

情報化施工技術　（３参照） －

ＩＣＴ施工

□

ＩＣＴ活用工事積算

要領で変更

※２

－

希望者に加点

※１

◎

◎

◎

□
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４－３．積算等の措置 （情報化施工とＩＣＴ活用工事） 


